
 

 

 

 

議案第１０９号 

 

三田市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 

下 水 道 課 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴う下水道法の一部改正により、これまで政令で定められてい

た公共下水道の構造の技術上の基準について、条例で定めることとされたため、当

該条例の一部を改正しようとするもの。 

【根拠法令】 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律（第二次一括法）第１０７条（下水道法の一部改正） 

【制定内容】 

法律（条文） 内容 参酌すべき政省令 

下水道法第７条第２項

（構造の基準） 

第７条 公共下水道の構造は、公衆衛生上重大な

危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影

響が及ぶことを防止する観点から政令で定める

技術上の基準に適合するものでなければならな

い。 

２ 前項に規定するもののほか、公共下水道の構

造は、政令で定める基準を参酌して公共下水道

管理者である地方公共団体の条例で定める技術

上の基準に適合するものでなければならない。 

 

 

 

 

 

下水道法施行令第５

条の７～第５条の１

１ 

下水道法施行規則第

４条の３等 

 

 

 

 

下水道条例施行規則

で規定 

 

【施行期日】 平成２５年４月１日（※法の施行期日は平成２４年４月１日だが、１年間の経過措置有

り） 

 

 

地域主権一括法関連 

政省令基準どお

り 

条例第１７条の２

～第１７条の４ 

●内容 

下水道管、マンホール、ポンプ施設等の構造の基準について規定した

ものである。 


